
●
生
活
廃
棄
物
か
ら
事
業
場
廃
棄
物
へ

韓
国
に
お
け
る
廃
棄
物
の
分
類
は
、
発
生
源
を

基
準
に
「
生
活
廃
棄
物
」
と
「
事
業
場
廃
棄
物
」

に
大
別
さ
れ
、
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
（
お
お
よ

そ
日
本
に
お
け
る
一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
に

そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
）。
一
九
九
○
年
代
初
め
ま

で
は
、
生
活
廃
棄
物
が
事
業
場
廃
棄
物
よ
り
発
生

量
が
多
く
、
再
活
用
（
日
本
に
お
け
る
再
商
品
化

に
当
て
は
ま
る
用
語
で
あ
る
が
、
熱
回
収
が
含
ま

れ
る
な
ど
再
商
品
化
よ
り
や
や
広
義
で
用
い
ら
れ

て
い
る
）
は
五
％
前
後
で
非
常
に
低
か
っ
た
。
ま

た
発
生
し
た
生
活
廃
棄
物
の
大
部
分
は
、
埋
め
立

て
処
理
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
生
活
廃
棄
物
の
現
状
に
適
切
に
対

応
す
る
た
め
に
、
様
々
な
取
り
組
み
が
採
用
さ
れ

た
。
具
体
的
に
は
、「
廃
棄
物
預
置
金
制
度
」（
一

九
九
二
年
）
と
「
廃
棄
物
賦
課
金
制
度
」（
一
九

九
三
年
）
を
は
じ
め
と
し
、「
使
い
捨
て
用
品
の

使
用
抑
制
制
度
」（
一
九
九
四
年
）
と
「
ゴ
ミ
従

量
制
（
有
料
化
）」（
一
九
九
五
年
）
が
次
々
に
導

入
さ
れ
、
生
活
廃
棄
物
の
発
生
抑
制
及
び
再
活
用

の
促
進
の
面
で
、
一
定
の
成
果
を
挙
げ
た
。

一
方
、
事
業
場
廃
棄
物
の
場
合
は
、
一
九
九
○

年
代
半
ば
か
ら
発
生
量
が
急
激
に
増
加
し
た
。
と

く
に
二
○
○
○
年
代
に
入
る
と
、
建
設
廃
棄
物
の

激
増
に
よ
っ
て
、
一
人
当
た
り
廃
棄
物
の
発
生
量

が
持
続
的
に
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

事
業
場
廃
棄
物
の
減
量
化
及
び
再
活
用
の
促
進
に

焦
点
が
当
て
ら
れ
た
政
策
は
ほ
と
ん
ど
講
じ
ら
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
廃
棄
物
管
理
政
策
の
分
野

で
最
上
位
の
総
合
計
画
で
あ
る
「
第
二
次
国
家
廃

棄
物
管
理
総
合
計
画
」（
対
象
期
間
は
二
○
○
二

〜
二
○
一
一
年
）
で
は
、
事
業
場
廃
棄
物
へ
の
取

り
組
み
に
お
い
て
、
適
正
処
理
の
保
障
や
不
法
投

棄
の
防
止
だ
け
で
は
な
く
、
減
量
化
の
推
進
も
本

格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
稿
で
は
、
事
業
場
廃
棄
物
の
減
量
化
の
分
野

で
、
代
表
的
な
政
策
と
し
て
評
価
さ
れ
る
「
事
業

場
廃
棄
物
の
減
量
化
制
度
」
と
、
最
も
発
生
量
の

多
い
建
設
廃
棄
物
へ
の
取
り
組
み
を
中
心
に
考
察

を
行
う
。

●
事
業
場
廃
棄
物
に
お
け
る
減
量
化
と

は事
業
場
廃
棄
物
の
減
量
化
制
度
は
、「
廃
棄
物

管
理
法
」
第
二
四
条
第
四
項
、
同
法
施
行
令
第
七

条
及
び
同
法
施
行
規
則
第
一
三
条
に
基
づ
い
て
施

行
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
事
業
場
廃
棄
物
の
発
生

抑
制
と
そ
の
再
活
用
の
促
進
を
目
的
と
し
て
い
る
。

事
業
場
廃
棄
物
の
「
減
量
化
指
針
」
に
よ
れ
ば
、

「
廃
棄
物
の
減
量
」
と
は
、
廃
棄
物
の
発
生
抑
制

（
投
入
量
の
削
減
、
投
入
さ
れ
る
財
貨
の
物
質
代

替
、
工
程
の
改
善
）、
廃
棄
物
排
出
量
と
容
積
の

削
減
（
焼
却
な
ど
の
処
理
過
程
に
よ
る
廃
棄
物
自

体
の
減
量
と
無
害
化
）、
そ
し
て
、
再
使
用
ま
た

は
再
活
用
に
よ
り
、
最
終
処
分
さ
れ
る
廃
棄
物
の

容
量
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
（
製
品
ま
た
は
包
装
容

器
の
再
使
用
、
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
回
収
）
と
し
て

定
義
さ
れ
て
い
る
。
減
量
の
手
法
と
し
て
再
活
用

が
含
ま
れ
る
な
ど
、
減
量
化
が
包
括
的
に
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
い
え
る
。

●
事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
の
概
観

事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
の
主
な
内
容
は
、

一
定
規
模
以
上
の
事
業
場
廃
棄
物
の
排
出
者
に
廃

棄
物
減
量
化
の
義
務
を
課
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
制
度
の
対
象
は
、
繊
維
製
品
の
製
造
業
な
ど
一

四
業
種
の
う
ち
、「
指
定
廃
棄
物
」（
事
業
場
廃
棄

物
の
う
ち
、
廃
油
や
廃
酸
な
ど
環
境
に
対
す
る
有

害
性
が
高
く
、
特
別
な
管
理
が
求
め
ら
れ
る
も
の

で
、
感
染
性
廃
棄
物
は
除
外
）
を
年
間
二
○
○
ト

韓
国
に
お
け
る
３
Ｒ
│
「
事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
」
を
中
心
に

特集／アジアにおける３Ｒ─廃棄物減量化に向けて
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ン
以
上
排
出
す
る
事
業
場
で
あ
っ
た
が
、
二
○
○

五
年
か
ら
は
、
指
定
廃
棄
物
以
外
の
事
業
場
廃
棄

物
を
年
間
一
○
○
○
ト
ン
以
上
排
出
す
る
事
業
場

に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
二
○
○
四
年

に
は
七
○
三
社
だ
っ
た
対
象
事
業
場
が
、
二
○
○

五
年
に
は
一
一
七
五
社
ま
で
増
加
し
た
。
二
○
○

五
年
に
お
け
る
廃
棄
物
の
発
生
量
を
基
準
と
す
る

と
、
指
定
廃
棄
物
の
七
○
・
七
％
と
指
定
廃
棄
物

以
外
の
事
業
場
廃
棄
物
の
六
七
・
六
％
が
、
こ
の

制
度
の
対
象
事
業
場
と
な
っ
て
い
る
。

事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
の
全
体
フ
ロ
ー
を

図
１
に
ま
と
め
た
。
対
象
事
業
場
は
、
三
年
ご
と

に
三
年
間
の
減
量
化
の
計
画
を
、
そ
し
て
毎
年
前

年
度
の
減
量
化
の
実
績
を
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
シ
ス

テ
ム
を
利
用
し
て
、「
韓
国
環
境
資
源
公
社
」（
以

下
、
公
社
と
略
す
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
未
提
出
の
事
業
場
に
は
三
○
○
万
ウ
ォ
ン
の

賦
課
金
が
課
せ
ら
れ
る
。
提
出
項
目
に
は
、
原
材

料
の
使
用
量
、
廃
棄
物
の
発
生
量
及
び
減
量
、
再

活
用
量
及
び
最
終
廃
棄
物
量
な
ど
定
量
指
標
の
六

項
目
と
、
廃
棄
物
減
量
に
対
す
る
経
営
陣
の
意
思

な
ど
定
性
指
標
の
四
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
減

量
化
実
績
に
関
す
る
評
価
に
関
し
て
は
、
定
量
指

標
は
公
社
に
よ
り
、
定
性
指
標
は
公
社
内
の
三
○

人
以
内
の
専
門
家
で
構
成
さ
れ
る
「
減
量
評
価
審

議
委
員
会
」
に
よ
り
、
評
価
が
行
わ
れ
る
。
評
価

結
果
は
、
環
境
部
な
ど
に
報
告
さ
れ
、
事
業
場
廃

棄
物
減
量
化
の
中
・
長
期
計
画
の
立
案
に
反
映
さ

れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
に
は
、
減
量
化
実

績
の
優
れ
た
事
業
場
に
対
し
て
は
優
遇
策
が
、
不

振
な
事
業
場
に
対
し
て
は
改
善
策
が
そ
れ
ぞ
れ
設

け
ら
れ
て
い
る
。廃
棄
物
発
生
量
（
ウ
ォ
ン
単
位
）

が
減
少
し
た
上
で
、
定
量
評
価
八
○
点
以
上
を
獲

得
し
、
な
お
か
つ
定
性
評
価
と
の
合
計
が
一
七
○

点
以
上
を
獲
得
し
た
事
業
場
に
は
、
環
境
部
長
官

（
日
本
の
環
境
省
大
臣
に
相
当
す
る
）
に
よ
り

「
優
秀
事
業
場
」（W

aste W
ise Aw

ard

）
と
し
て

認
定
さ
れ
る
。
優
秀
事
業
場
と
し
て
選
定
さ
れ
た

場
合
は
、
認
定
後
三
年
間
、
廃
棄
物
管
理
法
に
規

定
さ
れ
て
い
る
定
期
検
査
の
免
除
、
政
府
の
「
再

活
用
産
業
育
成
資
金
」
に
お
け
る
優
先
的
な
支
援

金
の
支
給
、
新
聞
広
告
の
掲
載
な
ど
が
期
待
で
き

る
。
優
秀
事
業
場
は
二
○
○
五
年
に
一
○
社
が
指

定
さ
れ
る
な
ど
、
二
○
○
六
年
ま
で
三
四
社
が
指

定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
反
面
、
二
年
連
続
で
減
量
化
の
実
績
が
下

位
二
○
％
に
属
し
た
事
業
場
の
う
ち
、
希
望
す
る

事
業
場
に
は
減
量
化
の
た
め
の
技
術
指
導
が
無
料

で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

れ
は
義
務
事
項
で
は
な
い
。
二
○
○
五
年
の
場
合
、

事
業
場
が
技
術
診
断
及
び
指
導
を
受
け
た
七
社
に

お
け
る
結
果
の
詳
細
を
表
１
に
ま
と
め
た
。
指
導

後
の
環
境
的
効
果
と
し
て
は
、
一
七
三
二
ト
ン

（
年
）
が
削
減
さ
れ
、
経
済
的
効
果
の
面
で
は
二

六
億
ウ
ォ
ン
程
度
の
利
益
が
得
ら
れ
た
（
表
１
参

照
）。

●
事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
の
施
行

結
果

事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
の
施
行
結
果
を
発

生
抑
制
（
廃
棄
物
自
体
が
発
生
し
に
く
く
す
る
た

図 1　事業場廃棄物減量化制度のフロー
（事業場廃棄物の）
対象事業場

韓国環境資源公社
（ENVICO）

「環境部」/
「産業資源部」

一次（定量）/二次（定性）
評価（各々100点）

減量化実績評価（４月）
（減量評価審議委員会）

減量化推進
及び総括（4月）

首都圏埋立地
管理公社

評価結果のフィードバック
（技術指導、優秀事業場
指定など）

廃棄物減量化
計画及び実績提出

（２月）

（出所）参考文献③より筆者作成。

事業場 廃棄物名
環境的効果 ( トン )

経済的効果
（����ン）����ン））

内訳
（�出��）�出��））指導前

A
指導��
B （A-B）

A 廃合成樹脂 700 700 0 98 全量焼却から再活用

B 廃ペイント 300 290 10 12 1,200 千��ン／トン

C
廃酸 1,000 800 200 20 再使用 100千��ン／トン

廃白ボード 240 120 120 25 再活用 210千��ン／トン

D 廃硫酸 2,000 1,600 400 40 再使用 100千��ン／トン

E 廃油 470 146 324 136

F
粉塵 200 0 200 20 処理費用 100千��ン／トン

スラグ 2,000 1,550 450 2,250 資源回収

G 廃練磨材 60 32 28 7 処理費用 230千��ン／トン

総計 6,970 5,238 1,732 2,608 廃棄物発生量 25%削減

表 1　技術診断・指導結果の効果推定

（出所）参考文献⑤より作成。
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め
の
予
防
的
措
置
）
と
排
出
抑
制
（
排
出
さ
れ
た

廃
棄
物
を
再
活
用
な
ど
の
方
法
で
減
量
化
を
図
る

措
置
）
に
分
け
て
検
討
す
る
。

①
事
業
場
廃
棄
物
の
発
生
抑
制

二
○
○
四
年
か
ら
二
○
○
六
年
の
間
、
発
生
抑

制
の
段
階
で
削
減
さ
れ
た
事
業
場
廃
棄
物
の
量
は
、

四
○
万
ト
ン
程
度
で
あ
る
（
表
２
参
照
）。
二
○

○
六
年
の
四
一
万
五
○
○
○
ト
ン
は
、
事
業
場
廃

棄
物
全
体
の
発
生
量
の
一
・
三
八
％
に
相
当
す
る
。

削
減
方
法
と
し
て
は
、
工
程
改
善
や
原
料
変
更

な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
占
め
る
割

合
が
徐
々
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
工
程

改
善
や
原
料
変
更
以
外
の
多
様
な
方
法
で
発
生
抑

制
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

②
事
業
場
廃
棄
物
の
排
出
抑
制

製
品
の
生
産
量
を
基
準
と
し
た
事
業
場
廃
棄
物

の
発
生
量
は
、
五
六
・
一
キ
ロ
／
ト
ン
（
二
○
○

四
年
）
か
ら
五
四
・
八
キ
ロ
／
ト
ン
ま
で
減
少
し

た
。
売
上
額
一
○
億
ウ
ォ
ン
を
基
準
に
し
た
場
合

に
も
、
同
様
に
七
八
・
六
キ
ロ
／
ト
ン
か
ら
五
九

・
四
キ
ロ
／
ト
ン
ま
で
約
二
四
・
四
％
の
減
少
を

示
し
た
（
表
３
参
照
）。
再
活
用
率
に
関
し
て
は
、

二
○
○
五
年
の
八
九
・
二
％
を
ピ
ー
ク
に
二
○
○

六
年
に
は
急
激
に
減
少
し
、
そ
れ
と
共
に
最
終
処

分
率
も
二
三
％
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
は

あ
る
製
鉄
所
で
二
○
○
六
年
末
発
生
し
た
ス
ラ
グ

（
三
九
九
万
ト
ン
）
の
再
活
用
を
翌
年
に
繰
り
越

し
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
分
を
再
活
用
実
績
と

し
て
勘
案
す
る
と
、
九
○
％
程
度
と
な
る
と
推
定

さ
れ
る
。

●
「
建
設
廃
棄
物
の
再
活
用
促
進
に
関

す
る
法
律
」
制
定
の
背
景

建
設
廃
棄
物
が
、
事
業
場
廃
棄
物
の
発
生
量
の

中
で
占
め
る
割
合
は
（
二
○
○
四
年
度
の
場
合
）

五
○
％
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
お
り
、
再
活
用
率

は
（
二
○
○
三
年
の
場
合
）
八
九
・
○
％
と
い
う

か
な
り
高
い
再
活
用
率
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、

建
設
廃
棄
物
は
発
生
量
自
体
が
大
き
い
た
め
、
首

都
圏
埋
め
立
て
場
で
処
理
さ
れ
る
廃
棄
物
量
の
五

三
％
（
二
○
○
三
年
）
も
占
め
て
お
り
、
埋
立
場

の
枯
渇
の
主
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

再
活
用
さ
れ
た
建
設
廃
棄
物
の
用
途
と
し
て
は
、

土
盛
り
用
や
覆
土
用
が
大
部
分
を
占
め
て
い
て
、

道
路
補
助
基
層
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
骨
材
の
よ
う
な

付
加
価
値
の
高
い
部
分
で
の
再
活
用
が
活
発
で
は

な
か
っ
た
。
他
に
は
、
建
設
廃
棄
物
の
適
正
処
理

と
再
活
用
促
進
を
規
制
す
る
法
律
が
別
々
に
制
定

さ
れ
て
お
り
、
管
轄
官
庁
も
「
環
境
部
」
と
「
建

設
交
通
部
」
と
に
二
分
化
さ
れ
て
い
た
た
め
、
建

設
廃
棄
物
の
管
理
が
非
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
再
生
骨
材
の
品
質
基
準
や
再
活
用
促
進

に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
部
分
が
公

示
や
指
針
な
ど
の
形
で
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

体
系
的
で
効
率
的
な
建
設
廃
棄
物
管
理
が
容
易
で

は
な
か
っ
た
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

建
設
廃
棄
物
を
環
境
負
荷
の
少
な
い
方
法
で
適
正

処
理
し
、
良
質
の
「
再
生
骨
材
」（
韓
国
で
は
「
循

環
骨
材
」
と
呼
ぶ
）
の
活
発
な
再
活
用
の
た
め
に
、

二
○
○
三
年
、「
建
設
廃
棄
物
の
再
活
用
促
進
に

関
す
る
法
律
」（
以
下
、
再
活
用
法
と
略
す
）
が

区分 2004 年 2005 年 2006 年

工程改善 183
（44�）44�））

138
（34�2�）34�2�）�）

114
（27�5�）27�5�））

原料変更 29
（7�）7�））

15
（3�7�）3�7�））

33
（7�9�）7�9�））

その他 204
（51�）51�））

252
（62�1�）62�1�））

268
（64�6�）64�6�））

総計 416
（100�）100�））

405
（100�）100�））

415
（100�）100�））

表 2　事業場廃棄物減量化制度の施行結果（その 1）
� （単位：千トン、％）

（出所）参考文献③より作成。

区分 2004 年 2005 年 2006 年

対象事業場の数 1,147 1,229 1,225

製品の生産量（千トン）（千トン）千トン）） 533,854 540,834 547,552

売り上げ額（����ン）（����ン）����ン）） 381,150 442,222 504,921

最終廃棄物量（千トン）（千トン）千トン）） 3,517
（11�9�）11�9�））

3,238
（10�8�）10�8�））

6,983
（23�3�）23�3�））

製品の生産量当たり事業場廃棄物の発生量（��� トン）（��� トン）��� トン）） 56�1 55�4 54�8

売り上げ額当たり事業場廃棄物の発生量（トン�����ン）（トン�����ン）トン�����ン）����ン） 78�6 67�7 59�4

表 3　事業場廃棄物減量化制度の施行結果（その 2）

（出所）参考文献③�⑤より作成。�⑤より作成。⑤より作成。
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制
定
さ
れ
、
二
○
○
五
年
か
ら
施
行
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

●
再
活
用
法
の
概
観

再
活
用
法
の
主
要
内
容
と
し
て
は
、
第
一
に
、

再
生
骨
材
の
品
質
基
準
及
び
再
生
骨
材
の
品
質
認

証
制
度
が
導
入
・
施
行
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、

再
生
骨
材
を
「
天
然
骨
材
」
の
代
替
用
で
再
活
用

で
き
る
「
道
路
建
設
工
事
」、「
産
業
団
地
敷
地
工

事
」、「
下
水
管
設
置
工
事
」、「
環
境
基
礎
施
設
設

置
工
事
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
再
生
骨
材
の
使
用

が
義
務
化
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
建
設
廃
棄
物

の
処
理
業
者
の
う
ち
、
収
集
・
運
搬
業
者
に
対
す

る
「
用
役
履
行
能
力
評
価
制
」
を
廃
止
す
る
こ
と
、

第
四
に
、
建
設
廃
棄
物
の
発
生
・
処
理
状
況
の
把

握
、
再
生
骨
材
の
円
滑
な
需
給
の
た
め
「
建
設
廃

棄
物
情
報
シ
ス
テ
ム
」
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
建
設
廃
棄
物

に
関
わ
る
機
関
の
役
割
の
明
確
化
も
図
ら
れ
、
環

境
部
は
建
設
廃
棄
物
の
適
正
処
理
及
び
再
活
用
の

促
進
政
策
を
総
括
、
建
設
交
通
部
は
再
生
骨
材
の

品
質
管
理
及
び
使
用
、
自
治
体
は
排
出
者
及
び
処

理
業
者
に
対
す
る
管
理
・
監
督
の
よ
う
に
分
け
ら

れ
た
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

●
再
活
用
法
の
施
行
後
一
年

再
活
用
法
の
施
行
初
年
度
で
あ
る
二
○
○
五
年

に
は
、
前
年
度
に
比
べ
、
再
活
用
率
が
九
○
・
七

％
か
ら
九
六
・
七
％
ま
で
大
幅
に
増
加
し
た
。
そ

れ
に
伴
い
、
焼
却
率
と
埋
め
立
て
率
も
そ
れ
ぞ
れ
、

七
・
三
％
か
ら
二
・
六
％
へ
、
二
・
○
％
か
ら
○

・
七
％
へ
と
減
少
し
た
。
再
活
用
法
の
施
行
に
よ

り
、
排
出
段
階
か
ら
の
分
別
排
出
が
、
再
活
用
の

増
加
と
焼
却
・
埋
め
立
て
率
の
減
少
を
も
た
ら
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
二
○
○
五
年
の
場
合
、
再
活
用
量
五

三
万
七
○
○
○
ト
ン
の
う
ち
、
九
一
・
五
％
に
相

当
す
る
四
九
万
二
○
○
○
ト
ン
が
土
盛
り
用
や
覆

土
用
な
ど
で
再
活
用
さ
れ
、
道
路
補
助
基
層
用
な

ど
と
し
て
は
四
万
四
○
○
○
ト
ン
（
八
・
五
％
）

し
か
再
活
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
再

生
骨
材
は
、
六
五
四
万
九
○
○
○
ト
ン
が
生
産
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
は
建
設
廃
棄
物
の
発
生
量
の
一

三
・
八
％
に
相
当
す
る
。
使
用
用
途
に
適
合
し
た

再
生
骨
材
の
生
産
が
十
分
で
は
な
い
理
由
は
、
再

生
骨
材
の
品
質
基
準
（
二
○
○
五
年
八
月
）
の
制

定
及
び
再
生
骨
材
品
質
認
証
制
度
の
施
行
（
二
○

○
七
年
一
月
）
が
遅
れ
た
こ
と
や
再
生
骨
材
に
対

す
る
認
識
不
足
か
ら
起
因
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

●
事
業
場
廃
棄
物
管
理
に
お
け
る
今
後

の
方
向

今
後
の
事
業
場
廃
棄
物
に
お
け
る
３
Ｒ
へ
の
取

り
組
み
を
、
二
○
○
七
年
に
修
正
が
行
わ
れ
た
第

二
次
国
家
廃
棄
物
管
理
総
合
計
画
に
基
づ
い
て
検

討
を
行
う
。
事
業
場
廃
棄
物
減
量
化
制
度
と
関
連

し
て
は
、
減
量
義
務
の
対
象
事
業
場
が
拡
大
さ
れ

る
と
見
込
ま
れ
る
。
二
○
○
五
年
の
改
正
に
加
え

て
、
業
種
の
追
加
や
排
出
量
に
関
す
る
基
準
の
調

整
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
建
設
廃
棄

物
に
関
し
て
は
、
一
定
規
模
以
上
の
民
間
工
事
ま

で
分
離
発
注
の
義
務
を
拡
大
す
る
こ
と
や
、
用
途

別
に
再
生
骨
材
の
義
務
使
用
目
標
率
を
設
定
し
、

建
設
現
場
で
の
再
生
骨
材
の
実
質
的
な
再
活
用
率

の
増
加
（
二
○
○
六
年
一
五
％
か
ら
二
○
一
一
年

三
○
％
へ
）
を
図
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
発
注
・
設
計
の
段
階
で
再
活
用
計
画
を

立
案
す
る
こ
と
な
ど
が
、
再
活
用
法
が
新
た
に
採

用
す
べ
き
主
要
施
策
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。

（ 

チ
ョ
ン
・
ソ
ン
ウ
／
北
海
道
大
学
大
学
院
経

済
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

《
参
考
文
献
》

①
環
境
部
資
源
循
環
局
「
第
二
次
国
家
廃
棄
物
管

理
総
合
計
画
の
修
正
計
画
（
二
○
○
七
年
│
二

○
一
一
年
）」
二
○
○
七
年
。

②Proceedings of the 3rd TE
M

M
 Sound M

ateri-

al-C
ycle Society/ C

ircular E
conom

y/ 3R
 Sem

i-

nar.

③
韓
国
環
境
資
源
公
社
「
事
業
場
廃
棄
物
の
減
量

成
果
（
二
○
○
六
年
度
）」
二
○
○
七
年
。

④
環
境
部
・
環
境
資
源
公
社
「
二
○
○
五
年
度
に

お
け
る
建
設
廃
棄
物
の
再
活
用
に
関
す
る
報
告

書
」
二
○
○
六
年
。

⑤
韓
国
環
境
資
源
公
社
「
二
○
○
五
年
度
に
お
け

る
事
業
場
廃
棄
物
の
減
量
実
績
の
評
価
」
二
○

○
六
年
。

特集／アジアにおける３Ｒ─廃棄物減量化に向けて

7─アジ研ワールド・トレンド No.145（2007．10）


